
３  弾道ミ サイ ル等発射に係る J アラ ート が静岡県内に発令さ れた場合の対応基準 

 

 

 

 

 

 

※弾道ミ サイ ル等が静岡県周辺に飛来する可能性がある場合には、 Ｊ アラ ート （ 全国瞬時警報シ

ステム） を使用し 、 市の同報無線で警報（ サイ レンと メ ッ セージ） が流れる。  

また、 携帯電話等に緊急速報メ ールが配信さ れる。  

 

参考 内閣官房 国民保護ポータ ルサイ ト  ～Ｊ アラ ート について～ 

ht t ps: //www. kokumi nhogo. go. j p/ 

 

【 放課後児童ク ラ ブについて】  

・ 通過後または落下後、 磐田市に影響がなかっ た場合、 放課後児童ク ラ ブは開所する。 影響があ

っ た場合、 保護者へはメ ール等を通し て対応について連絡する。  

 

 

 

 

「 弾道ミ サイ ル落下時の行動について」 に基づく 避難行動 

登校前（ 家庭）  登下校中 在校中（ 学校）  

○自宅待機 ○避難行動 ○学習活動中止 

○残留 

「 弾道ミ サイ ル落下時の行動」（ 別紙）  

通過または落下後 

磐田市に影響がなかっ た場合 

登校前（ 家庭）  登下校中 在校中（ 学校）  

○登校 

・ 同報無線やニュ ース等を 通し

て、 磐田市に影響がないこ と

が確認でき た後、 登校。  

・ 不審な物（ 落下物等） を 発見

し た場合は、 決し て近寄ら ず

学校へ報告し 、 学校から 警察

消防へ連絡。  

○登校（ 下校）  

・ 同報無線やニュ ース等の情報

から 、 磐田市に影響がないこ

と が確認でき た後、 登校（ 下

校）。  

・ 登校（ 下校） 時に、 不審な物

（ 落下物等） を発見し た場合

は、 決し て近寄ら ず学校（ 保

護者） へ報告し 、 学校（ 家庭）

から 警察・ 消防へ連絡。  

○学習活動再開 

○通常通り 下校 

・ 下校時に、 不審な物（ 落下物

等） を 発見し た場合は、 決し

て近寄ら ず保護者へ報告し 、

家庭から 警察・ 消防へ連絡。  

磐田市に影響があっ た場合 

○「 弾道ミ サイ ル落下時の行動について」 に基づく 避難行動を 継続 

・ 学校へは、 磐田市危機管理課から の情報等や学校の対処等について、 教育委員会から 通知する。  

・ 保護者へは、 学校から のメ ール等を 通し て、 学校の対応について連絡する 。 連絡があるまでは、「 弾

道ミ サイ ル落下時の行動について」 に基づき 、 身の安全を 最優先に行動する 。  

弾道ミ サイ ル等発射に係る J アラ ート が静岡県内に発令 

https://www.kokuminhogo.go.jp/
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